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1はじめに（１）

◼ 北海道本州間連系設備（日本海ルート）に係る広域系統整備計画（以下、本整備計画という）
については、北海道東北間及び東北東京間の地域間連系線200万kWの増強に向けて、2022年7
月に国の要請により計画策定プロセスを開始した。

◼ 以降、技術的な知見を有する一般送配電事業者・送電事業者とも連携しながら技術的な検討等を
進め、2024年4月に基本要件を決定し、2024年7月から実施案及び事業実施主体の募集に向け、
検討に必要な海域データ等の情報の先行提供を開始した。

◼ 2024年10月から実施案及び事業実施主体の募集を開始し、募集に対して、連名で応募した４事
業者（北海道電力NW、東北電力NW、東京電力PG、電源開発送変電NW）を2025年2月に
有資格事業者として認定し、以降、 2025年12月26日を提出期限として、有資格事業者により実
施案の検討が進められてきた。
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2はじめに（２）

◼ 提出期限に向けて検討が進められてきたものの、有資格事業者より、技術的な内容については本機
関の評価を受けることが可能な水準まで進んでいる項目もある一方で、本プロジェクトは本邦で前例
のない規模のプロジェクトファイナンス※となることが想定されていることから、資金調達に向けた課題をは
じめとする、複数の課題があることが報告された。

◼ 諸課題の解決に向けては、有資格事業者による更なる検討に加えて、国・広域機関による制度面を
含む対応について、引き続き検討することが必要である。

◼ そのため、実施案の提出期限を１年間延長したうえでそれらの検討を継続しつつ、技術的な検討に
係る内容等について「技術検討報告書」として提出を受け、「予備評価」として計画評価及び検証小
委員会（以下、「検証小委」という）や広域系統整備委員会にて評価を行うこととした。

※本事業では、巨額の資金調達が必要であり、かつ工期が長く費用回収に長期間を要することから、従来の一般送配電事業者
および送電事業者のコーポレートファイナンスでは資金調達が困難であるとして、既存事業からリスクを分離するためSPC（特別
目的会社）を組成し、プロジェクト自体の収益性に着目したプロジェクトファイナンスによる資金調達を軸に検討が進められてき
た。プロジェクトファイナンスにおいては、融資に対する返済原資は当該事業から生み出されるキャッシュフローのみとなることから、
事業計画の実現性と費用回収の確実性について金融機関へ説明し、理解いただくことが融資にあたって重要となる。

●公募要綱の変更内容

実施案の提出期限 2025年12月26日(金)17時 → 2026年12月25日(金)17時

広域系統整備計画の決定 2025年度末目途 → 2026年度末目途



3予備評価の概要

◼ 予備評価では、提出を受けた技術検討報告書に対し、通常の実施案の評価に準拠して、策定中の
「広域系統整備計画のコスト検証等に関するガイドライン」に基づき評価を行う。なお、技術的な観点
で複数の選択肢が考えられるものについて、より良い選択をすべく、実施案提出に先立って予備評価
の中で議論し、方向性を定める。

◼ その後、実施案が提出された場合には、予備評価の結果が反映されている点は再度の評価は省略
し、予備評価から変更があった点を評価対象とする。

◼ この様に、予備評価は、通常は実施案提出後に実施している技術的な検討結果の評価を前倒しし
て実施するものであり、これにより実施案提出後のプロセスの短縮を図るものである。

◼ ただし、今後、工事費・工期の算定、更なる技術的な検討、請負会社や金融機関との協議等が進む
ことなどにより、技術検討報告書の差し替えが必要になった場合、それを含めて予備評価で改めて評
価する。

◼ なお、実施案の提出期限は１年間の延長としたが、評価可能な内容から順次、速やかに評価を行い、
評価期間の短縮に努めることとしたい。



4予備評価において検証小委でご議論いただきたい内容

◼ 通常の実施案の場合、検証小委では、業務規程に定める以下の確認事項のうち、主として確認事項
（A）～（C）について技術的な評価を行っている。

◼ 同様に、予備評価においても、技術検討報告書について、確認事項（A）～（C）に相当する内容
について評価を行う。

◼ 具体的には、有資格事業者の設備構成選定の考え方や技術的背景等を踏まえたうえで、増強内容・
工事費・工期について、ご議論いただきたい。また、必要に応じて、工事費低減策・工期短縮案等につ
いて、ご議論いただきたい。（なお、工事費・工期は内容精査中であり、追加報告となる予定）

業務規程に定める事項

確認事項 概要

(A) 公募要綱等への適合性
増強容量、増強の完了時期、送配電等業務指針に定める電力系統性能基準の充足性、
法令又は政省令への適合性等

(B) 経済性 工事費、流通設備の維持・運用費用、送電損失等

(C) 系統の安定性 電力系統の運用に関する柔軟性、事故発生時のリスク等

(D) 対策の効果 安定供給、電力取引の活性化、再エネ電源の導入拡大等への寄与

(E) 事業実現性 流通設備の建設（用地取得を含む。）に関する経験、用地取得のリスク、工事の難易度等

(F) 事業継続性 財務的健全性、流通設備の維持・運用に関する経験、保守・ 運用の体制等

(G) その他実施案の妥当性を評価するに当たって必要な事項



5予備評価における検証小委及び広域系統整備員会での確認事項

技術検討報告書について技術的な評価を実施

主な確認事項
（A）公募要綱等への適合性
（B）経済性
（C）系統の安定性
必要に応じて確認
（D）対策の効果
（E）事業実現性
（F）事業継続性
（G）その他必要事項

技術検討報告書について総合的に評価

確認事項

（A）公募要綱等への適合性

（B）経済性

（C）系統の安定性

（D）対策の効果

（E）事業実現性

（F）事業継続性

（G）その他必要事項

報告

検証小委 広域系統整備委員会



6（参考）有資格事業者の検討状況

第96回 広域系統整備委員会 資料１



7（参考）予備評価導入の背景

第96回 広域系統整備委員会 資料１



8（参考）予備評価の概要と目的

第96回 広域系統整備委員会 資料１



9（参考）予備評価を導入した場合の流れ

第96回 広域系統整備委員会 資料１



10

（実施案及び事業実施主体の決定）
第５８条 本機関は、第５６条の３又は第５６条の４の規定により提出された実施案について、設備形成に係る委員会における次

の各号に掲げる事項についての総合的な評価を踏まえ、実施案及び事業実施主体を決定する。
一 公募要綱等への適合性 増強容量、増強の完了時期、送配電等業務指針に定める電力系統性能基準の充足性、法令又は

政省令への適合性等
二 経済性 工事費、流通設備の維持・運用費用、送電損失等
三 系統の安定性 電力系統の運用に関する柔軟性、事故発生時のリスク等
四 対策の効果 安定供給、電力取引の活性化、再生可能エネルギー電源の導入拡大等への寄与
五 事業実現性 流通設備の建設（用地取得を含む。）に関する経験、用地取得のリスク、工事の難易度等
六 事業継続性 財務的健全性、流通設備の維持・運用に関する経験、保守・運用の体制等
七 その他実施案の妥当性を評価するに当たって必要な事項

２ 本機関は、実施案の評価において、経済性、系統の安定性若しくは事業実現性等の向上又は提出された実施案の適正な比較
評価のために必要であると認められた場合には、実施案の修正に関し、設備形成に係る委員会の検討を踏まえ、当該実施案の応
募者に協議を行う。ただし、軽微な修正については、設備形成に係る委員会の検討を経ることなく、当該協議を行うことができる。

３ 本機関は、実施案の内容に事業実施主体以外の他の電気供給事業者が維持・運用する既設の電力設備（以下「他者設備」と
いう。）の増強・改造等が含まれる場合若しくはその可能性が認められる場合又は当該実施案の内容が他者設備の維持・運用に
影響を与える可能性が認められる場合には、当該他の電気供給事業者に対し、次の各号に掲げる事項を確認する。
一 既設の電力設備の増強・改造等の必要性に関する検討方法及び結果の妥当性
二 既設の電力設備の増強・改造等の内容及び概算費用の妥当性
三 既設の電力設備の維持・運用への影響の有無及び影響が有る場合にはその対策

（参考）業務規程



11（参考）送配電等業務指針

（電力系統性能基準への充足性の評価における前提条件）
第62条 電力系統性能基準への充足性の評価は、流通設備の設備形成が完了した状態において、通常想定される範囲内で評価

結果が最も過酷になる電源構成、発電設備等の出力（連系線以外の流通設備にあっては、平常時において混雑が発生する場
合の出力抑制も考慮したもの。）、需要、系統構成等を前提に、これを行う。

（設備健全時の基準）
第63条 電力設備が健全に運用されている状態において、電力系統が充足すべき性能の基準は、次の各号に掲げるとおりとする。

一 熱容量 各流通設備を流れる潮流が当該流通設備を連続して使用することができる熱的な容量を超過しないこと。
二 電圧 電力系統の電圧が次に掲げる観点から適正に維持されること。

ア 流通設備の電圧が一般送配電事業者又は配電事業者の定める範囲内に維持されること。
イ 電圧安定性が維持されること。

三 同期安定性 電力系統に微小なじょう乱が加わった際に、発電機の同期運転の安定性が維持されること。
（電力設備の単一故障発生時の基準）
第64条 送配電線１回線、変圧器１台、発電機１台その他の電力設備の単一故障（以下「 N-1故障」という。）の発生時におい

て、電力系統が充足すべき性能の基準は次の各号に掲げるとおりとする。
一 熱容量 電力系統からN-1故障の発生箇所が切り離された後の各流通設備の潮流が、短時間熱容量（流通設備に電流が

流れた際の当該設備の温度が、当該設備を短時間に限り使用することができる上限の温度となる潮流の値をいう。以下同
じ。）を超過しないこと。

二 電圧安定性 電力系統からN-1故障の発生箇所が切り離された後においても、電圧安定性が維持されること。
三 同期安定性 電力系統からN-1故障の発生箇所が切り離された後においても、発電機の同期運転の安定性が維持されること。

（短絡等の故障発生時の基準）
第65条 電力系統は、３相短絡故障時において、故障電流が各流通設備の許容量を超過してはならないものとする。ただし、直接

接地方式の系統においては、１相地絡故障時においても、故障電流が各流通設備の許容量を超過してはならないものとする。
（電力設備の２箇所同時喪失を伴う故障発生時の対策）
第66条 本機関又は一般送配電事業者若しくは配電事業者は、送配電線、変圧器、発電機その他の電力設備の２箇所同時喪

失を伴う故障が発生した場合において、当該故障に伴う供給支障及び発電支障の規模や電力系統の安定性に対する影響を考
慮し、社会的影響が大きいと懸念される場合には、これを軽減するための対策の実施について検討する。



12
（参考）北海道本州間連系設備（日本海ルート）に係る広域系統整備計画

基本要件（１）

第77回 広域系統整備委員会
（2024/3/25） 資料1-2

１．増強の目的
北海道本州間連系設備（日本海ルート）を活用した広域的な電力取引の活性化、再エネの導

入促進とレジリエンス強化

２．必要な増強量
• 北海道東北間及び東北東京間で設備容量200万kW増強

３．期待される効果
• 今回の増強により、東地域の各エリア間の運用容量拡大が図られることで、広域的な電力取引の

活性化による総コスト（燃料費＋CO2対策費）の削減、再エネの出力制御の緩和効果等が見
込まれる。

• 稀頻度事故に対する供給信頼度の向上のほか、今後予定される既設の北本連系線の変換器を
更新する場合の電力の安定供給維持等の観点からも効果が期待される。

４．広域系統整備が必要となる時期
• 広域的な電力取引の活性化や、再エネの導入促進及びレジリエンス強化の観点から、できるだけ

早期の系統整備が望まれる。



13
（参考）北海道本州間連系設備（日本海ルート）に係る広域系統整備計画

基本要件（２）

５．広域系統整備の方策

（１）工事概要
• 東地域（北海道～東北～東京）の整備における最も合理的な計画として、建設中のものを含

む既設の北海道本州間連系設備及び東北東京間連系線とは別に、新たな送電ルートの連系
設備を新設する。

• 主要な対策工事概要を下表に示す。

対策工事概要

直流送電線 ➢ ±525kV双極1回線200万kW直流海底ケーブル新設
⚫ 後志エリア～秋田エリア 480km程度
⚫ 秋田エリア～新潟エリア 320km程度

➢ ±525kV双極1回線200万kW直流地中送電線新設（揚陸部）
⚫ 北海道エリア 6km程度
⚫ 秋田エリア 3km程度
⚫ 新潟エリア 3km程度

交直変換所 ➢ 後志・秋田・新潟エリア地点への交直変換設備の設置（自励式）
＜後志エリア地点＞：交直変換設備100万kW×2×1セット
＜秋田エリア地点＞：交直変換設備100万kW×2×2セット
＜新潟エリア地点＞：交直変換設備100万kW×2×1セット

第77回 広域系統整備委員会
（2024/3/25） 資料1-2
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（参考）北海道本州間連系設備（日本海ルート）に係る広域系統整備計画

基本要件（３）

対策工事概要

交流送電線
（アクセス線・開閉

所・引出口）

〔北海道エリア〕
➢ 北海道エリア275kV送電線新設
⚫ 後志エリア交直変換所～後志幹線開閉所 65km程度
⚫ 後志エリア交直変換所～道南幹線開閉所 40km程度

➢ 北海道エリア275kV開閉所新設・引出口
⚫ 後志幹線分岐地点：引出口 6回線
⚫ 道南幹線分岐地点：引出口 6回線
⚫ 後志エリア変換所：引出口 2回線×2

〔秋田エリア〕
➢ 秋田エリア500kV送電線新設
⚫ 秋田エリア変換所～河辺変電所 35km程度

➢ 秋田エリア500kV送電線引出口
⚫ 河辺変電所：引出口 2回線
⚫ 秋田エリア変換所：引出口 2回線

〔新潟エリア〕
➢ 新潟エリア500kV送電線新設
⚫ 新潟エリア変換所～南新潟幹線または新新潟幹線 11km程度

➢ 新潟エリア 500kV開閉所新設・引出口
⚫ 南新潟幹線または新新潟幹線分岐地点：引出口 6回線
⚫ 新潟エリア変換所：引出口 2回線

その他設備 ➢ 通信回線・給電システム改修他
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（参考）北海道本州間連系設備（日本海ルート）に係る広域系統整備計画

基本要件（４）

変電所

開閉所

交直変換所

500kV送電線
275kV以下送電線
既設・計画中設備黒

対策箇所赤

＜凡例＞

※南新潟幹線に接続する場合

八幡

西仙台

西山形

宮城

上北青森

能代

岩手

越後

南相馬

河辺

秋田

須賀川

東花巻

水沢
石巻

名取

新地
米沢

東
福
島

いわき

北新潟

西群馬

旭川嵐山

西当別
西野北海道連系点

東北
連系点

東京連系点

※

５．広域系統整備の方策

（２）概略ルート
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（参考）北海道本州間連系設備（日本海ルート）に係る広域系統整備計画

基本要件（５）

５．広域系統整備の方策

（３）概算工事費

1.5兆円～1.8兆円程度

（内訳）

海域工事：8,700～11,000億円程度

陸上工事：4,700～5,100億円程度

アクセス線・開閉所工事：1,700億円程度

（４）概略所要工期

６～10年程度※

※ 再エネ電源の立地状況等を踏まえて6～10年程度での整備を目指す。なお、ケーブル
等の製造・設置工程や長距離の海底送電線工事に向けた事前調整等により相当程度
工期が変動する可能性があるが、早期の整備に向けて、対応を進めていく。

６．今後のスケジュール

基本要件決定後のスケジュールは以下のとおり。

2026年度 12月25日 実施案の提出期限

年度末目途 広域系統整備計画の策定
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（参考）北海道本州間連系設備（日本海ルート）に係る広域系統整備計画

基本要件（６）

７．その他

• 海域工事のうち海底ケーブルルートは、国が実施した海域実地調査をもとにルート選定
を行っているが、一部区間においては、他調査の結果や既存資料を確認し、海底谷を回
避したルートの設定を行っており、ケーブル防護については、一定の仮定のもと、外傷要因
を考慮した防護方法の選定を行った。2024年度には国で追加調査を予定していること
から、その結果を反映することで、ケーブルルート、ケーブル防護については変更となる可能
性がある。また、今後、資材費・労務費、ケーブル製造に要する費用等についても変更と
なる可能性がある。以上を踏まえ、実施案においては、最新の調査・検討結果を反映す
ることとする。

• 交直変換器は採用実績があり、運用制約の少ない自励式変換器の採用を基本とする。
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